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令和３年８月 19 日（木） 

 

 

令和２年度 一般会計等決算審査について 

 

 

令和２年度 袋井市一般会計、各特別会計、各企業会計、３つの一部組合会計及び基金

運用状況について、決算審査を実施した結果、予算の執行及び財政運営につきまして、適

正かつ健全であることを認めました。 

なお、以下の項目について、指摘させていただきますので検討してくださるよう、お願

いいたします。 

 

 

１ 市税等債権管理並びに税金、料金等の口座振替の推奨について 

平成 24 年度からの市税等収納対策アクションプランの取組みや、平成 26 年度の私債

権管理条例の策定及びその運用による不納欠損の処理により、平成 23 年度に約 21 億円

あった市税、国民健康保険税及び使用料等債権の収入未済額は、令和２年度末には約 11

億５千万円余となり、着実に縮減されており敬意を表します。 

  特に、後期高齢者医療保険料及び学校給食費保護者負担金の現年・過年度の収入率は、

ほぼ 100％の高い収入率をキープされていることを評価しております。   

・後期高齢者医療保険料収入率 ：Ｈ30：99.13%→Ｒ元：99.71%→Ｒ２：99.98% 

  ・学校給食費保護者負担金収入率：Ｈ30：99.85%→Ｒ元：99.82%→Ｒ２：99.91%  

今後も継続的な取り組みを期待するとともに、担当職員の持っている収納事務のノウ

ハウを他の職員に教示・横展開を行っていただきたい。 

また、市全体の収納率のアップに向け、次の取り組みにも努めてください。 

(1) コロナ禍に伴い、今後、納税困難者等の増加が懸念され、収納の業務遂行が難しく

なることが想定されますが、未納者の生活状況に配慮しつつ、債権放棄に伴う不納欠

損処理の運用に一貫性を持たせるなど、公平公正のため適格で適正な収納事務に取り

組んでいただきたい。 

(2) 納税者における納付忘れ等による督促手数料、延滞金等の負担増を解消するととも

に、市職員における経理・督促事務の負担軽減や計画的な資金調達が図れる口座振替

の推奨を全庁あげて取り組むことで、納期内納付 100％を目指していただきたい。 

 

※ コンビニエンスストアやクレジットカードによる納付方法の多様化で納付者の利

便性は向上したが、納期内納付のベースとなる口座振替は年々減少傾向にあり、平

成 28 年度と比較すると 4.3 ポイント減少し 49.0％である。 
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（Ｈ28：53.3％ → Ｒ２：49.0％）  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

２ 行政のデジタル化推進と市民のデジタルデバイトの解消について 

マイナンバーカードの普及につきましては、市内商業施設に加えコミュニティセンタ

ーでの出張申請受付などを実施することで、交付率 42.98%・県内市町３位という好成

績に敬意を表します。 

なお、今年 10 月から健康保険証機能の付加や令和６年度からの運転免許証との一本

化などに加え、当市独自の新たな利活用機会創出にあたり、市民サービスの向上と事務

の効率化の促進等に期待をしております。 

本市における行政サービスのデジタル化については、保育所入所申込等の電子申請や

道路の水位監視等のＬＰＷＡを活用したＩｏＴサービスを導入するなど先進的な取組が

行われており、高く評価しています。 

今後も引き続き、行政サービスや生産性の向上のため、関係各課に対し、課題の把握、

業務改善の提案、他自治体の事例の紹介などを積極的に行い、業務のデジタル化を進め

ていただきたい。 

また、インターネットやパソコン、スマートフォン、タブレットなど情報通信技術を

利用できる人とそうでない人との間に生じるデジタルデバイド（情報格差状態）のため、

不利益を受けていると感じている市民を対象にできうる限りの支援が必要であります。 

市として、デジタル化を推進するＩＣＴ政策課のみにその対策を任せるのではなく、

関係各課が民間企業や市民団体と連携した情報格差解消事業への取り組みに加え、全職

員が市民に寄り添う意識と行動が大切であり、一人でも多くの市民のデジタルデバイト

解消に努めていただきたい。 

（例：各自治会における高齢者等のパソコン・スマホ教室の開催、メローねっと・コ

ミュニティセンターＬＩＮＥ公式アカウントの登録支援 等） 
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３ 幼、小、中学校等教育施設の管理について 

  教育施設等３Ｒプロジェクトを策定され、計画に沿った事業が展開されておりますが、

監査時に３Ｒに基づく年次計画に定めのない小修繕や設備・備品の更新などの要望が寄

せられました。 

財政が大変厳しい状況ですが、将来を担う子どもたちの安全・安心と快適な教育環境

づくりのために十分な予算配分を行っていただきたい。 

 （修繕要望箇所の実施 件数：83 件/104 件、実施率：79.8％、一件当たり：約 25 万円） 

  また、住民への税外負担解消の観点に基づき、ＰＴＡや教育振興会からの寄附金を建

物の維持及び修繕に転嫁しないように、袋井市教育委員会が示す寄附受納条件を各小中

学校に周知徹底し、その遵守に努めてください。   

 

 

４ 保育所等利用待機児童及び放課後児童クラブ利用待機児童の対策について 

  保育所等利用待機児童につきましては、県下最下位という状況を脱するため、待機児

童ゼロの実現に向け、昨年度に若草幼稚園と浅羽東幼稚園の認定こども園化への移行な

どに鋭意取り組まれ、31 人減少し２人のみとなりました努力に敬意を表します。 

また、令和３年４月時点の放課後児童クラブの利用待機児童数は 42 人でありました

が、袋井南小学校では図書室、山名小学校では学習室を借用することで施設面の課題を

解決するとともに、人材面においては大学生や高校生などの新たな補助員を確保するな

ど、各クラブと連携した取り組みにより、33 人減少し、現在、９人まで減少した取り組

みに対しても併せて敬意を表します。 

（放課後児童クラブ利用待機児童数 袋井南小：６人、袋井北小：２人、袋井西小：１人） 

各学校には教職員の協力により借用可能な部屋はあるものの、クラブに勤務する専任

の支援員や補助員の確保が喫緊の課題であるため、適格者の確保と育成に向け、低廉な

給与体系を見直すなどの処遇の改善に努めていただきたい。 

今後においても保護者の就労等により、放課後児童クラブへの入所希望者がますます

増えることが想定されますので、将来需要の的確な把握と迅速な対応に努め、待機児童

ゼロを実現してください。 

（経験２年以内の時間当たりの賃金 支援員(資格有り)：1,050 円、補助員(資格なし)：910 円） 

 

 

５ 図書館内に報徳社コーナーの設置について 

  昭和 62 年度から一般社団法人 勧農報徳社からご寄附をいただき、その総額は 4,250

万円（購入図書数：5,481 冊、外数 Ｒ３：200 万円寄附あり）になります。これまで

の感謝と報徳の精神高揚のためにも、図書館内に報徳社のコーナーの設置を引き続き検

討してください。 
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  また、市に対する高額寄附者に対しては、本人の意向を尊重しつつ、その顕著な功績

をしっかり称えるとともに市民の模範となっていただくような促しに努めてください。 

 ※ 紺綬褒章 国、地方公共団体又は公益団体に対し、公益のために私財（500 万円以上）を寄

附した者を対象とする制度であり、表彰されるべき事績の生じた都度、各府省等の推薦に基づ

き審査し、授与を行っている。 

 （過去の受章者 Ｈ17~：４人、令和２年度 匿名の寄附：６人・１億３千６百万円） 

 

 

６ 伝票の誤謬について 

出納室では、一般会計及び企業会計における歳入歳出伝票（約 57,000 枚）の内、年間 

数回の支出伝票返戻（差戻）件数等調査により、誤謬で出納室から差し戻した年度別の

支出伝票は、指導や注意喚起、更には研修等の実施により改善傾向にあります。 

【支出伝票の返戻率・返戻伝票数の推計】 

平成 30 年度 9.4％（約 4,100 枚／約 43,500 枚） 

令和元年度  8.0％（約 3,460 枚／約 43,300 枚） 

令和２年度  6.2％（約 2,500 枚／約 40,300 枚） 

伝票の誤りは、事務を煩雑にして、非効率になるばかりではなく、大きな問題を引き

起こしかねません。このため、出納室が掲げた目標値である返戻率５％以内を目指し、

引き続き全課一体となって取り組んでください。 

（伝票１枚作成コスト(人件費のみ)：93 円/枚～218 円/枚 会計年度任用職員～正規職員）※出納室提供 

また、事務処理の効率化を図るため、出納室においても公営企業会計（水道・下水道・

病院）の伝票が電子決裁できるよう、先進地事例等を研究していただきたい。 

  

 

７ 自治会・自治会連合会との連携強化について 

当市における自治会加入率は 84.5％（居住世帯のみ：82.3％）で、県内市で 6 番目、

掛川市が 83.9％・７番目、磐田市が 80.4％・12 番目であり、近隣市と比較してもその

数値は若干高く、地域コミュニティが良好に形成され、住民自治組織が確立されている

ことは当市の強みです。 

しかしながら、自治会加入率は年々微減傾向（Ｈ29：86.4％→Ｒ３：84.7％、1.7 ポイ

ント減）にあり、将来の地域コミュニティの形成が危惧されています。 

市政の円滑な運営を継続するため、自治会・自治会連合会との信頼関係の構築及び役

割分担の明確化等を図るなど、次のような支援策が重要と思われます。 

(1) ビックプロジェクト（総合体育館、消防庁舎・防災センター、主要な街路整備等）

の終了に伴い、自治会要望へ最大限の予算措置に努めていただきたい。（道路の破損補

修、白線の引き直し、カーブミラー・防犯灯設置、堤防草刈軽減 等）  
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(2) 自治会長・自治会連合会長の事務負担につきましては、各地区の状況に応じ様々で

ありますが、年齢や性別を問わずかつ職業を有しながらでも地域の役員を担うことが

出来る仕組みを講じるとともに、住民との橋渡し役とした責務に見合う謝金改定など

の処遇改善に努めていただきたい。 

(3) 外国人の自治会加入率(R3.4：442 世帯／2,394 世帯、18.5％)は、顕著に低いもので

あり、自治会が抱えている様々な問題に対する相談体制の強化ときめ細やかな支援を

求めます。（例：自治会へのポケトークの配付又は貸与） 

(4) 電算室が空き室となったときには、自治会長の来庁時に対応する部屋・スペースを

設けてください。 

 

  ◎ 年次別自治会加入率と自治会要望件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 県内各市町の自治会加入率（令和２年４月１日現在） 

    当市の自治会加入率は、35 市町中 12 番目、市では６番目である。 

   （①松崎町：97.9％、②西伊豆町：95.4％、③浜松市：95.2％、④川根本町：90.0％、

⑤島田市：89.4％、⑥森町：87.0％、⑥小山町：87.0％、⑧長泉町：86.7％、 

⑨裾野市：85.0％、⑨伊豆市：85.0％、⑪藤枝市：84.8％、⑫袋井市：84.5％、～ 

⑬掛川市：83.9％、～ ⑲磐田市：80.4％、～） 

 

 

 

 

  

 

項　目　　＼　　年　度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

市登録世帯数 33,394 33,937 34,587 35,139 35,443

自治会報告世帯数 28,855 29,145 29,510 29,709 30,032

自治会加入率 86.4 85.9 85.3 84.5 84.7

自治会要望件数 (a) 1,388 1,502 1,819 1,900

年度内対応件数 (b) 467 518 574 564

来年度以降対応予定件数 (c) 467 561 362 196

対応及び対応予定件数 (d=b+c) 934 1,079 936 760

対応・対応予定率 (e=(b+c)/a) 67.3 71.8 51.5 40.0

要望書受付中
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   ◎ 自治会要望受付件数等（令和２年度分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 土橋工業用地開発事業の推進について 

  土橋地区内において、開発可能性調査を実施するとともに、農業振興地域内農用地区 

 域の除外に向け関係機関と協議を進められております。これまでの地権者や地元住民の

方の努力、また事業費の損失に加え、大和ハウス工業㈱中部工場の他市への流出につな

がらないように、今後とも未同意の方に粘り強く交渉を行う等、事業推進への打開策を

見出していただきますよう御尽力ください。 

 

連合会 提出件数
取り下げ・

欠番・重複
受付件数 割合 担当課 受付件数 割合

1 駅前 25 25 1.3% 協働まちづくり課 252 13.3%

2 高尾 58 58 3.1% 危機管理課 19 1.0%

3 高南 41 41 2.2% 企画政策課 1 0.1%

4 豊沢 75 75 3.9% 財政課 1 0.1%

5 愛野 75 1 74 3.9% 地域包括ケア推進課 1 0.1%

6 袋井 9 9 0.5% しあわせ推進課 1 0.1%

7 川井 55 55 2.9% スポーツ政策課 5 0.3%

8 袋井西 28 28 1.5% 産業政策課 4 0.2%

9 田原 82 1 81 4.3% 農政課 75 3.9%

10 方丈 24 24 1.3% 環境政策課 46 2.4%

11 袋井北 208 208 10.9% 都市計画課 2 0.1%

12 袋井北四町 34 34 1.8% 都市整備課 88 4.6%

13 袋井東一 141 7 134 7.1% 建設課 1,389 73.1%

14 袋井東二 82 82 4.3% 水道課 5 0.3%

15 今井 135 135 7.1% 下水道課 1 0.1%

16 三川 114 2 112 5.9% 教育企画課 5 0.3%

17 笠原 127 1 126 6.6% 学校教育課 1 0.1%

18 上山梨 29 29 1.5% 生涯学習課 2 0.1%

19 下山梨 34 34 1.8% 広域行政組合 2 0.1%

20 宇刈 151 151 7.9% 合計 1,900 100.0%

21 浅羽北 166 1 165 8.7%

22 浅羽西 78 78 4.1%

23 浅羽東 41 1 40 2.1%

24 浅羽南 102 102 5.4%

合計 1,914 14 1,900 100%

回答件数 割合

466 24.5%

98 5.2%

196 10.3%

594 31.3%

283 14.9%

152 8.0%

111 5.8%

1,900 100.0%

県又は国へ副申（要望）します

対応はできません

その他

合計

対応

既に対応しました

本年度対応します

来年度以降の対応で検討します

今後事業実施の方向性を検討します
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◎ 今までの事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 新たな農業への研究・取組みについて 

  本市農産物産出額（主要 14 品目）は、平成 17 年度の 118.9 億円から令和２年度には

66.0 億円まで落ち込み、15 年間で 52.9 億円（44.5％）の減少となっています。 

  この要因には、農家数や農業者人口の減少、輸入農産物の増加に伴う低価格化の進行

等があり、その根源には小規模農業では十分な所得が得られず、後継者等の担い手不足

が更なる減少への拍車をかけています。 

現在、農業振興ビジョンの策定にあたり、「売れる農産物づくり」への取り組みの中に、

クラウンメロン、袋井産の茶・米が掲げられていますが、新たな農業の進展に向けた先

進的な取組（森町：レタス・とうもろこしの取組等）に対するインセンティブとテコ入

れが必要であります。 

特に、小山地区のトマト栽培者の取り組みは素晴らしいものがあり、今後の本市農業

にとって明るい展望が開かれるものと思われますので、一大生産地としたブランド化な

ど研究を進めていただきたい。 

また、「安全・安心な農産物供給」への取り組みの中で、有機農業を営む環境保全型農

業の会（４人）に対する支援は実施されていますが、市民に対する食の安全・安心、健

康・生きがい・まちづくり・コミュニティの推進、農業者所得の向上、環境の保全等を

キーワードに有機無農薬農業の推奨、ごみの減量に結び付く生ごみ・剪定枝・刈草等の

年度 区分 内　　　　　容 金　額 備　　　　考

公社 工場適地基礎調査委託料（企業立地調査） 13,853,160 三川、宇刈、下山梨、土橋

13,853,160

土橋地区企業立地基本調査委託料 7,084,800

土橋地区農業調整基本調査委託料 3,888,000

土橋地区埋蔵文化財調査重機借上料 648,000

11,620,800

土橋地区開発可能性調査（詳細調査）業務委託料 41,894,600 県補助20,947,000円含む

土橋地区不動産鑑定評価手数料 1,426,680

旅費 95,280

消耗品費 2,350

食糧費 20,850

43,439,760

旅費 4,580

食糧費 12,990

役務費（反訳手数料） 39,600

57,170

68,970,890

55,117,730

34,170,730

Ｈ28
小　　　計

合計（H28：工場適地基礎調査委託料とＲ元：県補助を除く）

公社

市

Ｈ30

小　　　計

Ｒ元

小　　　計

Ｒ２
市

小　　　計

　　　合　　　計

合計（H28：工場適地基礎調査委託料を除く）
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堆肥化、学校給食・飲食店等を主軸とする地産地消の推進、ＩＣＴを活用した農産物の

販路拡大等に努めていただきたい。 

 

  【新聞記事】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 8 月 14 日 
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10 下水道接続率について 

  公共下水道の接続の必要性について、接続推進員による接続依頼の実施、イベントや

広報紙による啓発活動の実施、工事前説明会の開催等を展開し、接続率は 90.3％で昨年

度比 0.7 ポイントの増となりましたが、更なる接続率アップへの新たな取り組みが必要

であると思われます。  

特に、自治会別の接続率を見ますと、事業効果が表れていない地区（袋井・袋井駅前

地区等）があり、事業目的を達成する上からも啓発方法の一考や接続推進員の人的パワ

ー等を強化するなど課題解決に引き続き取り組んでいただきたい。 

（公共下水道処理区域内接続率 Ｈ30・Ｒ元：89.6％→Ｒ２：90.3％・36,007 人／39,872 人） 

 

 

11 ごみ処理有料化について 

  ごみ処理有料化について、７月 13 日から各地区のコミュニティセンターで説明会を

開催していますが、一部市民から異論が唱えられていますので、次のことに留意し取り

組んでいただきたい。 

(1) 各地区の説明会は、コロナ禍であるため参加人数を制限しており、地区の総意とし

て捉えないように気を付けていただきたい。 

(2) 全国市区町村における家庭ごみ有料化は、６割を超え一般常識化しつつあると言え

ますが、市民に対する唐突で過度な負担（30ℓ・20 袋：600 円の値上げ、一般家庭で 

約 520 円/月値上げ）により、行政不信を招かないように努めてください。 

  また、本市では、平成 18 年に「まちを美しくする条例」を制定し、自然と生活環

境の保全に取り組んできましたが、ごみ袋が高額になることでごみのポイ捨てや不法

投棄の増加、更には自主的に道路、水路、公園等のごみ拾いをする市民の環境意識・

行動を削がないようにしていただきたい。 

(3) 過去に家庭ごみ減量化への取り組みを実施されてきたことと思いますが、その結

果・効果・検証が市民に対し見える化がされておらず、今回の家庭ごみ処理料金値上

げに対する強い反発が一部市民からありますので、過去の取組結果等を合わせた簡潔

明瞭かつ丁寧な説明責任を果たしてください。 

(4) 地球温暖化の防止に向けた二酸化炭素（温室効果ガス）の削減が第一目的ならば中

遠クリーンセンターのみを取り上げるのは、市民の理解・納得が得られにくいのでは

ないかと心配しています。 

(5) 中遠クリーンセンターにおける焼却ゴミの区分ごとのごみ減量対策を先ずは実施

し、市民による分別や生ごみの水切りなどの可燃ごみ減量への取り組み成果を確認し

つつ、行政に対する信頼感を得ながら家庭ごみ有料化へのスケジュールを再検討して

いただきたい。 

(6) 中遠クリーンセンター施設は、稼働から 11 年経過し、施設の長寿命化に向けたよ
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り詳細な修繕計画を策定するとともに、次期焼却施設の建設計画も視野に入れた研究

を早々に着手されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ◎ 一人一日当たりのごみ排出量の推移 
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12 脱炭素社会の推進について 

国と地方の協働・共創による地域における 2050 年脱炭素社会の実現に向け、「2050

年二酸化炭素実質排出量ゼロ」に取り組むことを表明した地方公共団体が増えつつあり、

その数は令和３年７月末で 432 自治体（内市：256 市）が表明し、人口規模では 1 億１

千万人を超えています。 

（県内の表明 13 市：御殿場市、浜松市、静岡市、牧之原市、富士宮市、御前崎市、藤枝市、

焼津市、伊豆の国市、島田市、富士市、磐田市、湖西市） 

当市では、中遠クリーンセンターにおける可燃ごみの減量に対し、市民・事業者等の

協力を求めているところでありますので、二酸化炭素実質排出量ゼロ表明と脱炭素先行

地域づくりに向けた積極的な取組みを進めていただきたい。 

（新エネルギー機器の導入促進 例：公共施設等への太陽光発電の設置、水素ステー 

ション整備に向けた誘致活動等）   

 

 

13 袋井市スポーツ協会による全戸一律会費集めの廃止について 

  袋井市スポーツ協会が各自治会に依頼している全戸一律の世帯会費集めは、市民から

「税外負担であるとの意見」や「自治会未加入世帯等との不平等性（納付率：63.7％）」、

更には、自治会役員から「住民への説明に苦慮している」との声が聞かれます。 

自治会加入世帯からの一戸当たり年間 200 円の一律会費は、前近代的なものと思われ

ます。袋井市スポーツ協会に対し、次年度からスポーツ振興事業に見合った予算措置等

の支援する中で、一律の寄附を止めるよう指導することをご検討ください。 

(世帯会費納付率は、年々減少傾向にあり、平成 17 年度の 15 年前と比較すると 10.8

ポイント減となっている。Ｈ17：74.5％、Ｈ22：69.2％、Ｈ27：67.9％、Ｒ２：63.7％) 

  ◎ スポーツ協会世帯会費の徴収 

現在の袋井市スポーツ協会(旧体育協会)の活動資金の一部である「世帯会費」は、後に「昭和の改

革」と称された昭和 50 年代前半の旧体育協会の積極的な事業拡大と法制化の中、住民主体の組織運

営に関わる賛助会員制度として誕生したと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C C/A (％) D E E/D(％）

総収入
決算額（円）

市補助金
決算額（円）

世帯会費
決算額（円）

総収入に
占める世帯
会費の割合

市内世帯数
（戸）

（4/1現在）

納付世帯数
（戸）

納付率

平成17年度 50,586,106 9,380,000 3,971,500 7.9 28,145 20,963 74.5 （袋井　3,307,900円、浅羽　663,600円） 83,623

平成18年度 80,066,915 11,000,000 4,196,100 5.2 28,807 20,981 72.8 ※指定管理事業受託 84,233

平成19年度 83,744,392 10,250,000 4,347,000 5.2 29,466 21,735 73.8 85,169

平成20年度 94,823,084 9,250,000 4,377,980 4.6 30,350 21,889 72.1 86,451

平成21年度 40,455,522 9,250,000 4,495,900 11.1 30,895 22,480 72.8 　　　　　　　※指定管理事業除く。 87,082

平成22年度 38,269,253 9,250,000 4,301,435 11.2 30,837 21,330 69.2 　　　　　　　※指定管理事業除く。 86,909

平成23年度 88,096,394 9,250,000 4,291,310 4.9 30,925 21,457 69.4 86,853

平成24年度 85,887,074 9,250,000 4,138,845 4.8 31,168 20,695 66.4 　　　　　　　※H24.5.8　一般社団法人化 86,888

平成25年度 93,276,347 9,650,000 4,279,415 4.6 31,457 21,398 68.0 ※クラウンメロンマラソン参加者の増 86,859

平成26年度 99,648,965 8,760,000 4,206,306 4.2 31,782 21,032 66.2 86,927

平成27年度 108,359,394 8,760,000 4,382,878 4.0 32,294 21,915 67.9 87,155

平成28年度 103,043,432 8,760,000 4,365,982 4.2 32,761 21,830 66.6 87,174

平成29年度 103,056,585 8,760,000 4,445,600 4.3 33,394 22,228 66.6 87,557

平成30年度 102,392,142 8,760,000 4,456,524 4.4 33,937 22,283 65.7 87,938

平成31年度 119,866,560 8,760,000 4,434,684 3.7 34,587 22,174 64.1 88,221

令和２年度 83,252,692 8,760,000 4,397,950 5.3 35,139 22,394 63.7 88,316

年度 備考
袋井市人口

（人）
（4/1現在）
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14 消防団の分団数及び団員数の見直しについて 

消防団員は、常備の消防職員とは異なり、「自らの地域は自らで守る」という崇高な郷

土愛護の精神に基づく不可欠な存在です。 

しかしながら、消防団を取り巻く社会環境は厳しい状況であり、年々消防団員数は減

少し、分団の中には 40 人の定員を割っている分団が 10 カ所（10/15 分団・約７割）あ

ります。 

（条例定数：660 人、現在人員：536 人・81.2％、 

定員割れ分団：10 カ所 浅羽西：23 人、諸井・浅羽：24 人、浅羽東 25 人、宇刈：25 人、 

浅羽南：29 人、袋井東：31 人、三川：32 人、袋井北：34 人、笠原：34 人、浅名・豊住：35 人 

計 10/15 分団・67％） 

 

各分団における出動回数は、火災・氾濫及びその訓練等で年間約 170 回（一般団員は

約 70 回）の過重な負担でありますので、再度、適正な分団数及び団員数、公平性や負

担軽減などの見直しを検討してください。 

また、国において設置された「消防団員の処遇等に関する検討会」からの４月の中間

報告や 9 月下旬に予定されている消防団のあり方の指針（最終報告）の中に消防団員の

年額報酬及び出動手当の直接支給が取りまとめられますので、次年度からの執行に向け

た予算措置の確保に努めていただきたい。 

 （年額報酬：年額 36,500 円（団員階級者・標準額）、出動手当：1 日 8,000 円（1 日 7 時間 45 分・基本額）） 

 

 

15 地域防災力の強化について 

市内各地域における自主防災組織の役職は、各自治会内の一定の取り決め等により、

ほぼ短年度で交代となるため、防災力の継承と訓練等が前年踏襲の画一的な取組みとな

っている感があります。 

今まで以上に地域防災力を高めるためには、防災及び減災に対する十分な意識・知識・

技能を有し、行政、民間企業、市民団体、ボランティア、地域住民等との連携・調整役

が出来る防災士の育成並びにその活用及び活躍の場づくりに努めていただきたい。 

 

 

 

名   称 主    催 登 録 者 数 備   考 

静岡県ふじのくに防災士 静岡県地震防災センター 市内：     37 人 

(県内：  2,800 人) 

令和３年３月末現在 

防災士 日本防災士機構 (ＮＰＯ) 市内：    157 人 

県内：  4,291 人 

全国：212,878 人 

令和３年７月末現在 
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16 洪水・浸水等治水対策の推進について 

安全・安心な地域づくりの基盤となる治水対策にあたり、袋井市河川等整備計画など

に基づき河川や水路の整備に着実に取り組んでいただいております。 

しかしながら、市内 4 河川（蟹田川、松橋川、油山川、秋田川）における流下能力が

低いことから、大雨のたびに浸水被害（川井、木原、下新池、村松及び高南地区等）が

生じている状況から、次の事項を検討してください。 

(1) 地域住民の不安解消に向け、河川改修への最大限の予算措置を引き続き行ってくだ 

さい。 

  (2) 洪水災害等における水難救助活動において、安全かつ効果的な救助活動を行うこと

のできる資機材の確保や救助技術の向上に努めてください。（例：救命ボートの配備） 

 

 

17 太田川原野谷川治水水防組合の発展的解散について 

本組合は、昭和 32 年に流域の２市５町４村（現在：３市１町）が一体となり、水防

及び河川の改修事業促進に関する事務を共同処理するために設置された一部事務組合で

あります。 

組合の解散については、平成 18 年度から関係機関と協議・検討を重ね、３市１町の

首長の統一的方針は固まっていると伺っておりますが、一部事務組合を所管する県から

は広域的な水防が重視される中で組合の解散は逆行するのではないかとの異論がありま

す。 

しかし、平成 17 年度の市町合併により各市町の水防責任を果たす組織力の高まりや

共同事務を行っている水防のうち水防計画、水防演習、点検及び巡視については、各市

町での実施が可能であるとともに、既に一部の事務は単独で実施しています。 

また、広域的な水防体制の確保面については、国による遠州流域治水協議会や県によ

る静岡県西部・中東遠地域大規模氾濫減災協議会での取り組みを共有することが出来る

ため、当組合の発展的解散に向け関係市町と連携し、県との再協議などの事務を迅速に

進めてください。 


